
第

二

千

百

三

十

五

号

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
岐
阜
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す

る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

秘

書

課)

二
五
四
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

地
球
環
境
課)

二
五
四

○
岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
授
業
料
等
に
関
す
る

規
則
を
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

情
報
産
業
課)

二
五
四

○
情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

同

)

二
五
四

公
安
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
警
察
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

警

務

課)

二
五
五

○
岐
阜
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二
五
五

告

示

○
岐
阜
県
統
計
調
査
条
例
に
基
づ
く
県
統
計
調
査
に
関
す
る
告
示
の
一

部
改
正

(

統

計

課)

二
五
六

○
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
指
定
区
域
の
指

定

(

廃
棄
物
対
策
課)

二
五
六

○
浄
化
槽
法
に
基
づ
く
水
質
に
関
す
る
検
査
の
業
務
を
行
う
者
の
指
定

(

同

)

二
五
六

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

二
五
七

○
道
路
の
区
域
変
更

(

同

)

二
五
七

○
岐
阜
県
土
地
利
用
基
本
計
画
の
変
更

(

都
市
政
策
課)

二
五
九

○
神
岡
都
市
計
画
下
水
道
事
業
の
変
更
認
可

(

下

水

道

課)

二
六
〇

議

会

告

示

○
岐
阜
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正

(

議
会
総
務
課)

二
六
〇

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
訂
正
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表

(

選
挙
管
理
委
員
会)

二
六
〇

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

二
六
二

○
岐
阜
県
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画(

イ
ノ
シ
シ)

の
公
表

(

地
球
環
境
課)

二
六
二

○
飼
料
の
試
験
結
果

(

畜

産

課)

二
六
二

○
指
定
管
理
者
の
指
定

(

街
路
公
園
課)

二
六
三

○
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
件

(

出
納
管
理
課)

二
六
四

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

揖
斐
農
林
事
務
所)

二
六
六

正

誤

○
目
次
中
訂
正

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

二
六
六

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
中
訂
正

(

同

)

二
六
六

○
道
路
の
供
用
開
始
中
訂
正

(

同

)

二
六
六

○
岐
阜
県
理
容
師
法
施
行
細
則
及
び
岐
阜
県
美
容
師
法
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

(

生
活
衛
生
課)

二
六
七
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日



規

則

上
場
株
式
等
の
配
当
所
得

株
式
等
の
事
業
・
譲
渡
・
雑
所
得

株
式
等
の
事
業
・
譲
渡
・
雑
所
得

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
岐
阜
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
二
号

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
岐
阜
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
岐
阜
県
知
事
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
七
年

岐
阜
県
規
則
第
百
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

別
記
第
三
号
様
式
中

｢を

｣に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
三
号

岐
阜
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則(

昭
和
四
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
九
条
第
二
項
第
三
号
中｢

第
九
条
第
二
項｣

を｢

第
十
条
第
二
項｣

に
、｢

第
十
条
第
二
項｣

を｢

第
十
六
条
第
二
項｣

に
、｢

第
九
条
第
三
項｣

を｢

第
十
条
第
三
項｣

に
、｢

第
十
条
第
三
項｣

を

｢

第
十
六
条
第
三
項｣

に
、｢

第
十
三
条
第
三
項｣

を｢

第
二
十
条
第
三
項｣

に
、｢

第
十
四
条
第
三
項｣

を｢

第
二
十
一
条
第
三
項｣

に
改
め
、
同
項
第
四
号
中｢

第
九
条
第
二
項｣

を｢

第
八
条
第
三
項｣

に
、

｢

第
十
条
第
三
項｣

を｢

第
九
条
第
四
項｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
授
業
料
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
十
四
号

岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
授
業
料
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
授
業
料
等
に
関
す
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則

第
八
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中｢

一
万
八
千
八
百
円｣

を｢

二
万
二
千
八
百
円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第２１３５号 岐 阜 県 公 報 平成22年３月30日 ( 254 )



区

分

警

視

警

察

官

警

部

警
部
補
及
び

巡
査
部
長

巡

査

小

計

一
般
職
員

合

計

合

計

警
察
署

警
察
本
部��� �� ����� ��� ����、��� �、��� ����、��� ��� ����、��� �、��� ������ ��� ����、��� �、��� �、���

岐
阜
県
規
則
第
二
十
五
号

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
十
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中｢
メ
デ
ィ
ア
文
化
セ
ン
タ
ー｣

を｢

産
業
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー｣

に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中｢
一
万
八
千
八
百
円｣

を｢

二
万
二
千
八
百
円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会
規
則

岐
阜
県
警
察
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

鈴

木

嘉

進

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

岐
阜
県
警
察
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
警
察
職
員
定
数
規
則(

昭
和
三
十
三
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条

警
察
本
部
及
び
警
察
署
に
お
け
る
前
条
の
定
数
の
配
分
内
訳
は
、
警
察
本
部
長
が
別
に
定
め

る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表(

第
二
条
関
係)

備
考

警
察
本
部
の
巡
査
に
は
、
初
任
科
生
を
含
む
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
公
安
委
員
会

委
員
長

鈴

木

嘉

進

岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

岐
阜
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
警
察
組
織
規
則(

昭
和
六
十
三
年
岐
阜
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
七
条
中｢

四
課｣

を｢

五
課｣

に
、｢

地
域
課｣

を｢

地
域
課

通
信
指
令
課｣

に
改
め
る
。

第
九
条
中
第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
四
号
と
し
、
第
七
号
を
第
五
号
と
し
、
同
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

通
信
指
令
課
の
所
掌
事
務)

第
九
条
の
二

通
信
指
令
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

警
察
通
信
指
令
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

二

緊
急
配
備
そ
の
他
の
初
動
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

三

警
察
通
信
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
七
条
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に

第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

課
の
事
務
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
集
約
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
三
条
第
四
号
を
削
る
。
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一
―
七
四

一
―
七
三

一
―
七
二

指
定
番
号

飛�
市
河
合
町
小
無
雁
六
一
六
―
二

養
老
郡
養
老
町
小
倉
字
前
並
一
一
四
四
―
一
、
一

一
四
四
―
二
、
一
一
四
四
―
七
、
一
一
四
四
―
八
、

一
一
四
五
―
一
、
一
一
四
五
―
六
、
一
一
四
六
―

一
、
一
一
四
六
―
六
、
一
一
四
八
―
一
、
一
一
四

八
―
五
、
一
一
四
九
―
一
、
一
一
四
九
―
七
、
一

一
五
一
―
一
、
一
一
五
二
―
四
、
一
一
五
三
―
一
、

一
一
五
三
―
四
、
一
一
五
四
―
二

大
垣
市
浅
中
二
丁
目
一
一
―
一
、
一
一
―
五

所
在
地

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
施
行
令(

昭
和

四
十
六
年
政
令
第
三
百
号)

第
十
三
条
の
二
第
一
号
に
掲

げ
る
埋
立
地

規
則
第
十
二
条
の
三
十
一
第

一
号
に
掲
げ
る
埋
立
地

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則(

昭

和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三

十
五
号
。
以
下｢

規
則｣

と

い
う
。)

第
十
二
条
の
三
十

一
第
一
号
に
掲
げ
る
埋
立
地

埋
立
地
の
区
分

第
三
十
一
条
中｢

広
報
県
民
課

取
調
べ
監
督
課｣

を｢

取
調
べ
監
督
課

広
報
県
民
課

｣

に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
の
二
を
削
り
、
第
三
十
二
条
の
三
を
第
三
十
二
条
の
二
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。

(

広
報
県
民
課
の
所
掌
事
務)

第
三
十
二
条
の
三

広
報
県
民
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

二

警
察
音
楽
隊
に
関
す
る
こ
と
。

三

警
察
安
全
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

四

情
報
公
開
制
度
の
運
用
に
関
す
る
こ
と
。

五

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

六

犯
罪
被
害
者
支
援
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

八

オ
ウ
ム
真
理
教
犯
罪
被
害
者
等
を
救
済
す
る
た
め
の
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律(

平
成
二

十
年
法
律
第
八
十
号)

第
三
条
第
一
項
を
規
定
す
る
給
付
金
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中｢

通
信
指
令
室
、
警
察
航
空
隊｣

を｢
警
察
航
空
隊｣

に
改
め
る
。

第
四
十
条
の
二
を
削
り
、
第
四
十
条
の
三
を
第
四
十
条
の
二
と
す
る
。

第
五
十
四
条
第
三
項
中｢

交
通
部｣

を｢

通
信
指
令
課
並
び
に
交
通
部｣
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

岐
阜
県
統
計
調
査
条
例
に
基
づ
く
県
統
計
調
査
に
関
す
る
告
示(

平
成
二
十
一
年
岐
阜
県
告
示
第
二

百
四
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

｢

若
者
の
消
費
動
向
等
調
査｣

を
削
る
。

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

第
十
五
条
の
十

七
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
区
域
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

廃
止
済
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
に
係
る
指
定
区
域

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号

浄
化
槽
法(

昭
和
五
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号)

第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
水
質
に
関
す
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道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

路
線
名

美
江
寺

西

結
線

路
線
名

区

間

瑞
穂
市
牛
牧
字
宮
下
三
六
九
番
一

地
先
か
ら

同

市
同

字
同

三
九
五
番
地

先
ま
で

区

間
区
域
変
更
前
後
別 ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･�･����･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)備

考

る
検
査
の
業
務
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
検
査
機
関
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

財
団
法
人
岐
阜
県
環
境
管
理
技
術
セ
ン
タ
ー

岐
阜
市
六
条
大
溝
四
丁
目
一
三
番
地
六
号

理
事
長

熊�
守
男

二

指
定
検
査
機
関
が
検
査
業
務
を
行
う
地
域
及
び
期
間

岐
阜
県
下
全
域

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

検
査
の
手
数
料

１

浄
化
槽
法
第
七
条
に
定
め
る
水
質
の
検
査

処
理
対
象
人
員
二
十
人
槽
ま
で

九
千
円

処
理
対
象
人
員
二
十
一
人
槽
か
ら
五
十
人
槽
ま
で

一
万
千
五
百
円

処
理
対
象
人
員
五
十
一
人
槽
か
ら
百
人
槽
ま
で

一
万
二
千
五
百
円

処
理
対
象
人
員
百
一
人
槽
か
ら
三
百
人
槽
ま
で

一
万
四
千
五
百
円

処
理
対
象
人
員
三
百
一
人
槽
か
ら
五
百
人
槽
ま
で

一
万
六
千
五
百
円

処
理
対
象
人
員
五
百
一
人
槽
以
上

三
万
四
千
五
百
円

２

浄
化
槽
法
第
十
一
条
に
定
め
る
水
質
の
検
査

処
理
対
象
人
員
二
十
人
槽
ま
で

四
千
五
百
円

処
理
対
象
人
員
二
十
一
人
槽
か
ら
五
十
人
槽
ま
で

七
千
円

処
理
対
象
人
員
五
十
一
人
槽
か
ら
百
人
槽
ま
で

八
千
円

処
理
対
象
人
員
百
一
人
槽
か
ら
三
百
人
槽
ま
で

一
万
円

処
理
対
象
人
員
三
百
一
人
槽
か
ら
五
百
人
槽
ま
で

一
万
二
千
円

処
理
対
象
人
員
五
百
一
人
槽
以
上

三
万
円

四

指
定
を
し
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日

五

検
査
業
務
の
開
始
予
定
年
月
日

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
美
濃
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一
般
国
道

道
路
の
種
類 一

般
国
道

二
百
四
十

八
号

路
線
名

二
百
四
十

八
号

美
濃
加
茂
市
西
町
五
丁
目
五

七
番
一
地
先
か
ら

関
市
肥
田
瀬
傳
馬
三
七
五
〇

番
一
二
地
先
ま
で

美
濃
加
茂
市
西
町
二
丁
目
四

三
番
地
先
か
ら

同

市
加
茂
野
町
稲
辺

字
南
野
一
〇
八
九
番
地
先
ま

で
区

間

関
市
大
杉
字
大
久
手
八
一
三

番
四
地
先
か
ら

同
市
明
生
町
一
丁
目
五
七
番

一
地
先
ま
で

関
市
肥
田
瀬
字
傅
馬
三
七
五

〇
番
二
三
地
先
か
ら

同
市
大
字
桜
ヶ
丘
一
丁
目
一

番
地
先
ま
で

Ａ
前

Ｂ
区
域
変
更
前
後
別 後

Ｂ
前
Ａ�･�〜��･���･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) �･�〜��･� �･�〜��･��、���･��、���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) �、���･� ����･�
Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

備

考

Ａ
及
び

Ｂ
は
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。
Ｂ
は
、

県
道
坂

祝
関
線

と
一
部

重
用
。

一
般
国
道

道
路
の
種
類

百
五
十
八

号 路
線
名

高
山
市
荘
川
町
猿
丸
字
滝
ヶ

平
三
二
〇
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

三
一
九
番
一
地
先
ま
で

高
山
市
荘
川
町
新
渕
字
ヨ
リ

洞
八
六
九
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
猿
丸
字
井
口

三
五
九
番
一
地
先
ま
で

高
山
市
荘
川
町
新
渕
字
虫
尾

八
五
四
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
ヨ
リ

洞
八
六
七
番
一
地
先
ま
で

高
山
市
荘
川
町
新
渕
字
寺
地

五
九
九
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
脇
洞

八
二
一
番
二
地
先
ま
で

区

間

美
濃
加
茂
市
西
町
二
丁
目
四

三
番
地
先
か
ら

同

市
加
茂
野
町
稲
辺

字
南
野
一
〇
八
九
番
地
先
ま

で

前後 前後 前後 前後 区
域
変
更
前
後
別 後

Ｂ��･�〜��･���･�〜��･� ��･�〜��･���･�〜��･� ��･�〜��･���･�〜��･� ��･�〜��･���･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･����･� ��･� ���･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) �、���･�
備

考

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一
般
国
道

道
路
の
種
類

百
五
十
八

号 路
線
名

高
山
市
丹
生
川
町
旗
鉾
字
大
日
影

山
一
二
四
一
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
久
手
字
牧
ノ
外

一
番
二
〇
地
先
ま
で

区

間

高
山
市
荘
川
町
猿
丸
字
滝
ヶ

平
三
一
四
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
惣
則
字
よ
り

洞
四
〇
四
番
一
地
先
ま
で

高
山
市
荘
川
町
猿
丸
字
滝
ヶ

平
三
一
四
番
一
地
先
地
内

高
山
市
荘
川
町
猿
丸
字
滝
ヶ

平
三
一
八
番
一
地
先
地
内

前後 前後 前後��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･���･�〜��･� ��･�〜��･���･�〜��･� ��･�〜��･���･�〜��･�平
成
��･�･�� 供

用
開
始

の
期
日 ���･� ��･� ��･�平

成
��･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

高
山
森
林
地
域

高
山
森
林
地
域

高
山
森
林
地
域

高
山
森
林
地
域

高
山
森
林
地
域

高
山
森
林
地
域

高
山
森
林
地
域

高
山
森
林
地
域

高
山
農
業
地
域

恵
那
農
業
地
域

大
垣
農
業
地
域

瑞
穂
農
業
地
域

変
更
し
た
地
域

高
山
市

高
山
市

高
山
市

高
山
市

高
山
市

高
山
市

高
山
市

高
山
市

高
山
市

恵
那
市

大
垣
市

瑞
穂
市

市
町
名

清
見
町
の
一
部

丹
生
川
町
の
一
部

上
野
町
の
一
部

冬
頭
町
の
一
部

松
本
町
、
下
切
町
、

丹
生
川
町
の
一
部

冬
頭
町
、
下
林
町
、

清
見
町
の
一
部

清
見
町
、
荘
川
町

の
一
部

山
口
町
の
一
部

丹
生
川
町
の
一
部

三
郷
町
、
武
並
町

の
一
部

墨
俣
町
の
一
部

犀
川
の
一
部

変
更
し
た
地
区

五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
縮
小

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
縮
小

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
縮
小

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
縮
小

三
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
縮
小

四
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
縮
小

二
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
縮
小

七
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
縮
小

五
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
拡
大

一
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
縮
小

九
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
拡
大

九
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
縮
小

変

更

内

容

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号

国
土
利
用
計
画
法(

昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
た
岐

阜
県
土
地
利
用
基
本
計
画(

昭
和
五
十
年
岐
阜
県
告
示
第
五
百
四
十
九
号)

を
変
更
し
た
の
で
、
同
条

第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
当
該
関
係
図
書
は
、
岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
関
係
振
興
局(

振
興
局
に
置
か

れ
る
事
務
所
を
含
む
。)

並
び
に
関
係
市
役
所
及
び
関
係
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

基
本
計
画
図
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
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白
川
森
林
地
域

飛�
森
林
地
域

飛�
森
林
地
域

飛�
森
林
地
域

高
山
森
林
地
域

高
山
森
林
地
域

高
山
森
林
地
域

高
山
森
林
地
域

高
山
森
林
地
域

高
山
森
林
地
域

高
山
森
林
地
域

白
川
村

飛�
市

飛�
市

飛�
市

高
山
市

高
山
市

高
山
市

高
山
市

高
山
市

高
山
市

高
山
市

加
須
良
の
一
部

神
岡
町
の
一
部

宮
川
町
の
一
部

古
川
町
の
一
部

荘
川
町
の
一
部

丹
生
川
町
の
一
部

岩
井
町
の
一
部

新
宮
町
の
一
部

荘
川
町
の
一
部

清
見
町
の
一
部

清
見
町
の
一
部

一
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
縮
小

二
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
縮
小

七
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
縮
小

四
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
縮
小

三
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
縮
小

二
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
縮
小

七
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
縮
小

一
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
縮
小

六
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
縮
小

二
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
縮
小

四
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
縮
小

議

会

告

示

株
式
等
の
配
当
所
得

等
の
事
業
・
譲
渡
・
雑
所
得

株
式
等
の
事
業
・
譲
渡
・
雑
所
得

上
場

株
式

岐
阜
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
神
岡
都
市
計

画
下
水
道
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

施
行
者
の
名
称

飛�
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

神
岡
都
市
計
画
下
水
道
事
業

神
岡
町
公
共
下
水
道

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
一
年
二
月
二
十
二
日
か
ら

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
に
お
い
て
表
示
す
る
。

岐
阜
県
議
会
告
示
第
一
号

岐
阜
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
規
程(

平
成
七
年
岐
阜
県
議
会
告
示
第
一
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
議
会
議
長

早

川

捷

也

｢

別
記
様
式
第
三
中 ｢

を

｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
訂
正
願
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
そ
の
要
旨
を

公
表
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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岐
阜
県
土
地
家
屋
調
査
士

政
治

連
盟

岐
阜
県
土
地
家
屋
調
査
士

政
治

連
盟

岐
阜
県
土
地
家
屋
調
査
士

政
治

連
盟

岐
阜
県
土
地
家
屋
調
査
士

政
治

連
盟

H
21.
3.
2

H
21.
3.
2

H
20.
2.21

H
20.
2.21

4,262,381

4,265,381

3,021,685

3,024,685

182,846

185,846

359,688

359,688

日
本
共
産
党
飛
騨
地
区
委
員
会

�
預
金
ま
た
は
貯
金

残
高

3,111,316円

4,079,535

4,079,535

2,661,997

2,664,997

3,134,704

3,134,704

2,838,839

2,838,839

1,127,677

1,130,677

182,846

185,846

3,994,000

3,994,000

2,207,000

2,207,000

357

357

340

340

12,000

12,000

453,200

453,200(取
得
の
価
額
)

(取
得
年
月
日
)

台
4,497,600円

平
成
20年
７
月
４
日

0 0 0 0

41,000

41,000 0 0

53,000

53,000

453,200

453,200

0 0 0 0

53,000

53,000

453,200

453,200

民
主
党
岐
阜
県
参
議
院
選
挙
区
第
２
総
支
部

�
動
産

(品
目
)

(数
量
)

自
動
車

１

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

32,535

32,535

1,797

4,797

岐
阜
県
土
地
家
屋
調
査
士
政
治
連
盟
に
係
る
収
支
報
告
書(

平
成
十
九
年
分)

中

｢｢

岐
阜
県
土
地
家
屋
調
査
士
政
治
連
盟
に
係
る
収
支
報
告
書(

平
成
二
十
年
分)

中

｢｢め
る
。

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
、
訂
正
願
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
そ
の
要
旨
を

公
表
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

｢日
本
共
産
党
飛
騨
地
区
委
員
会

収
支
報
告
書(

平
成
二
十
年
分)

資
産
等
の
内
訳
１
政
党
中�

預
金
ま
た
は
貯
金

残
高

｢

を

｣

に
、

｣

を

｣

に
改

｣

を

3,111,316円
｣

に
改
め
る
。

｣
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公

示

29 収去番号

清
水
港
飼
料
株

式
会
社
鹿
島

工
場

製
造
事
業
場
等

の
名
称
及
び

所
在

地

高
山
市
丹
生
川

町
町
方
190番

収
去
場
所

オ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン

前
期

飼
料
の
名
称

H
21.11

製
造

(輸
入
)

年
月

14.3

粗
た
ん

白
質 分

析
結

果
の

概
要

2.5

粗
脂
肪

6.2

粗
繊
維

6.5

粗
灰
分

1.24

カ
ル
シ

ウ
ム

0.48

り
ん

揮
発
性

塩
基
性

窒
素

水
溶
性

窒
素
ペ
プ
シ

ン
消
化

率
Ｔ
Ｄ
Ｎ

Ｍ
Ｅ

そ
の
他

の
検
査

違
反
の

内
容

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
三
月
八
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
御
嵩
町
葦
の
会

三

代

表

者

の

氏

名

平
田

和
博

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
一
六
〇
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
日
常
の
外
出
に
便
利
で
軽
費
な
移
動
手
段
を
模

索
、
検
討
す
る
事
業
を
行
い
、
町
に
人
の
流
れ
を
創
り
出
す
こ
と

で
町
民
の
健
康
と
安
全
に
寄
与
し
、
以
っ
て
皆
が
文
化
を
享
受
で

き
る
元
気
な
御
嵩
の
町
つ
く
り
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
二
年
三
月
十
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
飛
騨
外
国
語
ガ
イ
ド
協
会

三

代

表

者

の

氏

名

清
水

悟

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
高
山
市
国
府
町
宇
津
江
二
二
八
六
番
地
一
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
岐
阜
県
に
居
住
す
る
者
に
対
し
て
国
際
協
力
に

関
す
る
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
地
域
の
観
光
振
興
な
ら
び
に
国
際

化
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
岐
阜
県
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画(

イ
ノ
シ
シ)

の
公
表

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律(

平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号)

第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
県
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画(

イ
ノ
シ
シ)

を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
七
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

な
お
、
計
画
書
は
岐
阜
県
環
境
生
活
部
地
球
環
境
課
及
び
各
振
興
局(

振
興
局
に
置
か
れ
る
事
務
所

を
含
む
。)

環
境
課
に
備
え
置
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
飼
料
の
試
験
結
果

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第

五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
に
収
去
さ
れ
た
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概

要
を
公
表
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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38
中
部
飼
料
株
式

会
社
本
社
工
場

愛
知
県
知
多
市

北
浜
町
14番
地

６ 茨
城
県
神
栖
市

東
深
芝
４
番
８

高
山
市
問
屋
町

57 地

マ
ル
中
印
若
令
牛
育

成
用
配
合
飼
料
α
グ

ロ
ア
ー

H
21.11

14.0
2.8

5.7
4.8

0.77
0.46

○
指
定
管
理
者
の
指
定

各
務
原
公
園
に
係
る
地
方
自
治
法(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第

三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
都
市
公
園
条
例(

昭
和
三
十

七
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

第
九
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岐
阜
市
宇
佐
南
三
丁
目
六
番
二
〇
号

株
式
会
社
技
研
サ
ー
ビ
ス

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら

同

二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

○
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
百
年
公
園(

岐
阜
県
博
物
館
に
係
る
区
域
を
除
く
。)

に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二

年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定

し
た
の
で
、
岐
阜
県
都
市
公
園
条
例(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

第
九
条
の
八
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

青
協
・
吉
村
・
昭
和
業
務
特
別
共
同
企
業
体

構
成
員

関
市
倉
知
三
二
〇
四
番
地
の
四

青
協
建
設
株
式
会
社

岐
阜
市
柳
津
町
上
佐
波
二
丁
目
二
七
六
番
地

吉
村
造
園
土
木
株
式
会
社

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
三
丁
目
二
三
番
三
一
号

昭
和
建
物
管
理
株
式
会
社

二

指
定
の
期
間

平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら

同

二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

○
指
定
管
理
者
の
指
定

養
老
公
園
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三

項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
都
市
公
園
条
例(

昭
和
三
十
七

年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
一
号)

第
九
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

大
垣
市
河
間
町
三
丁
目
五
五
番
地

イ
ビ
デ
ン
グ
リ
ー
ン
テ
ッ
ク
株
式
会
社

二

指
定
の
期
間
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平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら

同

二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

○
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
件

地
方
自
治
法
施
行
令(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
百
六

十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
来
年
度
の
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
定
め
た

の
で
、
同
令
第
百
六
十
七
条
の
五
第
二
項(

同
令
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。)

及
び
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号)
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
達
を
す
る
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
種
類

１

電
子
計
算
機
器
類

２

医
療
用
機
器
類

３

通
信
機
器
類

４

一
般
・
産
業
用
機
器
類

５

自
動
車
類

６

航
空
機
類

７

被
服
類

８

燃
料

９

電
力

10

医
薬
品
・
医
療
用
品
類

11

事
務
用
品
類

12

建
設
工
事

13

電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス

14

電
子
計
算
機
サ
ー
ビ
ス
及
び
関
連
の
サ
ー
ビ
ス

15

出
版
及
び
印
刷
の
サ
ー
ビ
ス

16

汚
水
及
び
廃
棄
物
の
処
理
、
衛
生
そ
の
他
の
環
境
保
護
の
サ
ー
ビ
ス

17

そ
の
他

二

資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
五
第
一
項
及
び
第
百
六
十
七
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
定
め
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格(

以
下｢

資
格｣

と
い
う
。)

は
、
入
札
参

加
資
格
者
名
簿(

以
下｢

名
簿｣

と
い
う
。)

に
登
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
し
ま
す
。

三

名
簿
へ
の
登
載

名
簿
へ
の
登
載
を
希
望
す
る
者
は
、
岐
阜
県
会
計
規
則(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
規
則
第
十
九
号)

第
百
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
等
を
提
出
し
て
次
の
要
件
を
満

た
す
か
ど
う
か
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

１

県
税

(

個
人
の
県
民
税
、
地
方
消
費
税
及
び
県
が
発
行
す
る
証
紙
を
も
っ
て
払
い
込
む
県
税

(

証
紙
に
代
え
て
現
金
で
納
付
さ
れ
る
県
税
を
含
む
。)

の
う
ち
自
動
車
税
以
外
の
も
の
を
除
く
。)

に
つ
い
て
未
納
の
徴
収
金(

徴
収
猶
予
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

が
な
い
こ
と
。

２

県
内
に
主
た
る
営
業
所
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
つ
い
て
未
納

の
税
額(

徴
収
猶
予
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

が
な
い
こ
と
。

３

会
社
更
生
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て(

同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。)

を
さ
れ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
百
九
十
九
条

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
二
百
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定(

同
法

附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含

む
。)

を
受
け
て
い
る
こ
と
。

４

民
事
再
生
法(

平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
さ
れ
た
者
に
あ
っ
て
は
、
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
再
生
計
画
認
可
の
決
定
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

５

経
営
が
健
全
で
あ
り
、
契
約
の
履
行
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

６

建
設
工
事
の
請
負
に
あ
っ
て
は
、
建
設
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
る
と
と
も
に
、
同
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

審
査
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

７

測
量
の
請
負
に
あ
っ
て
は
、
測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
五
十
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

８

建
築
設
計
の
請
負
に
あ
っ
て
は
、
建
築
士
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号)

第
二
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
建
築
設
備
に
関
す
る
知
識
及
び
技
能
の

資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

９

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
法
令
の
規
定
に
よ
る
許
可
、
認
可
、
登
録
等
を
受
け
な

け
れ
ば
営
む
こ
と
が
で
き
な
い
業
に
係
る
請
負
に
あ
っ
て
は
、
当
該
許
可
、
認
可
、
登
録
等
を
受
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二
千
万
円
以
上

予

定

価

格

二
千
五
百
万
円
未
満

二
千
五
百
万
円
以
上
五
千
万
円
未
満

五
千
万
円
以
上

予

定

価

格

一
千
五
百
万
円
未
満

一
千
五
百
万
円
以
上
四
千
万
円
未
満

四
千
万
円
以
上

予

定

価

格

Ａ

等
級
区
分

Ｃ Ｂ Ａ

等
級
区
分

Ｃ Ｂ Ａ

等
級
区
分

け
て
い
る
こ
と
。

10

地
質
調
査
の
請
負
に
あ
っ
て
は
、
地
質
調
査
業
者
登
録
規
程(

昭
和
五
十
二
年
建
設
省
告
示
第

七
百
十
八
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

11

建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
請
負
に
あ
っ
て
は
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
登
録
規
程(

昭
和
五
十

二
年
建
設
省
告
示
第
七
百
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

12

補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
請
負
に
あ
っ
て
は
、
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
登
録
規
程(

昭
和
五
十

九
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百
四
十
一
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
を
受
け
て
い
る
こ

と
。

13

森
林
整
備
業
務
の
請
負
に
あ
っ
て
は
、
次
の�
か
ら�
ま
で
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
の
資
格
等
を

有
す
る
技
術
職
員
を
一
名
以
上
通
年
雇
用
し
、
か
つ
、
常
勤
の
技
術
職
員
を
二
名
以
上
又
は
非
常

勤
の
技
術
職
員
を
五
名
以
上
雇
用
し
て
い
る
こ
と
。

�
林
業
技
士

林
業
技
士
養
成
事
業
実
施
要
領(

昭
和
五
十
三
年
十
月
六
日
付
け
農
林
水
産
事
務
次
官
通
達)

又
は
林
業
技
士
養
成
事
業
実
施
要
綱
に
よ
り
社
団
法
人
日
本
森
林
技
術
協
会
が
認
定
し
た
者

�
青
年
林
業
士(

育
成
部
門
又
は
素
材
生
産
部
門
に
限
る
。)

林
業
後
継
者
育
成
対
策
等
事
業
実
施
要
領(

昭
和
五
十
八
年
四
月
四
日
付
け
農
林
水
産
事
務

次
官
通
達)

に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
認
定
し
た
者
又
は
岐
阜
県
林
業
士
認
定
要
領
に
よ
り
岐

阜
県
知
事
が
認
定
し
た
者

�
基
幹
林
業
作
業
士
、
林
業
技
能
作
業
士
又
は
林
業
作
業
士

林
業
労
働
力
対
策
実
施
要
領(

昭
和
四
十
五
年
七
月
三
十
一
日
付
け
林
野
庁
長
官
通
達)

、

林
業
担
い
手
育
成
強
化
対
策
実
施
要
領(

平
成
八
年
五
月
二
十
四
日
付
け
林
野
庁
長
官
通
達)

、

林
業
担
い
手
育
成
確
保
対
策
事
業
の
実
施
に
つ
い
て(

平
成
十
年
四
月
八
日
付
け
林
野
庁
長
官

通
達)

又
は
強
い
林
業
・
木
材
産
業
づ
く
り
交
付
金
実
施
要
領(

平
成
十
七
年
三
月
三
十
日
付

け
林
野
庁
長
官
通
達)

に
よ
り
都
道
府
県
知
事
又
は
林
業
労
働
力
確
保
支
援
セ
ン
タ
ー
が
認
定

し
た
者

四

有
効
期
間
等

１

有
効
期
間

資
格
の
有
効
期
間
は
、
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
期
間
で
す
。

名
簿
へ
の
登
載
は
三
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
結
果
三
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る

と
認
め
ら
れ
た
と
き
に
な
さ
れ
、
名
簿
か
ら
の
抹
消
は
三
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
を
欠
い
た
と
き

に
な
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
測
量
、
建
築
設
計
、
地
質
調
査
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
及
び
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

に
係
る
名
簿
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
、
森
林
整
備
業
務
の
請
負
に
係
る
名
簿

及
び
製
造
の
請
負
、
物
件
の
買
入
れ
そ
の
他
に
係
る
名
簿
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十

一
日
を
も
っ
て
失
効
し
ま
す
。

２

更
新

有
効
期
間
満
了
後
引
き
続
き
資
格
が
必
要
な
場
合
は
、
有
効
期
間
満
了
前
に
、
又
は
満
了
と
同

時
に
改
め
て
名
簿
に
登
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

五

建
設
工
事
の
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
等
級
区
分

二
で
規
定
す
る
資
格
の
ほ
か
、
建
設
工
事
の
指
名
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
等

級
区
分(

建
設
業
法
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
審
査
の
評
定
に
基
づ
き
別
に
定
め
る
基
準
に

従
っ
て
定
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。)

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

１

土
木
一
式
工
事

２

建
築
一
式
工
事

３

電
気
工
事
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六
百
万
円
未
満

六
百
万
円
以
上
二
千
万
円
未
満

二
千
万
円
以
上

予

定

価

格

六
百
万
円
未
満

六
百
万
円
以
上
二
千
万
円
未
満

Ｃ Ｂ Ａ

等
級
区
分

Ｃ Ｂ

平
成
��･�･��
平
成
��･�･��

４

管
工
事

六

資
格
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課

資
格
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

１

建
設
工
事
、
測
量
、
地
質
調
査
、
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、
建
築
設

計
等
の
請
負

〒
五
〇
〇
―
八
五
七
〇

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
県
土
整
備
部
建
設
政
策
課
建
設
業
担
当

電
話
番
号

〇
五
八
―
二
七
二
―
八
五
〇
四

２

森
林
整
備
業
務
の
請
負

〒
五
〇
〇
―
八
五
七
〇

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
治
山
担
当

電
話
番
号

〇
五
八
―
二
七
二
―
八
四
九
六

３

製
造
の
請
負
、
物
件
の
買
入
れ
そ
の
他

〒
五
〇
〇
―
八
五
七
〇

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

岐
阜
県
出
納
事
務
局
出
納
管
理
課
用
度
担
当

電
話
番
号

〇
五
八
―
二
七
二
―
八
七
一
五

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

西
濃
用
水

土
地
改
良

区
連
合

平
成
��･�･�
理
事

宇

納

充

大
垣
市
野
口

一
丁
目
六
四
番
地

同

杉

山

茂

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
稲
富

一
三
〇
八
番
地
一

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

西
濃
用
水

土
地
改
良

区
連
合

平
成
��･�･�
理
事

増

井

正

一

大
垣
市
荒
尾
町

一
一
九
六
番
地

同

宇
佐
美

晃

三

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
領
家
一
八
八
番
地
五

○
正

誤

(

校
正
誤
り)

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
日
号
外�
目
次
一
頁
上
段
前
か
ら
十
一
行
目
中｢

岐
阜
県
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例｣

は
、｢

岐
阜
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例｣

の
誤
り
。

(

校
正
誤
り)

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日
第
二
千
二
十
九
号

保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知(

岐
阜

県
告
示
第
百
四
十
一
号)

一
五
〇
頁
下
段
前
か
ら
一
行
目
中｢

菊
之
里｣

は｢

菊
久
里｣

の
誤
り
。

(

校
正
誤
り)

平
成
二
十
二
年
三
月
十
二
日
第
二
千
百
三
十
号

道
路
の
供
用
開
始(

岐
阜
県
告
示
第
百
九
十
号)

｢
｢

一
九
七
頁
上
段
の
表
中

は
、

の
誤
り
。

｣
｣
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(
原
稿
誤
り)

平
成
二
十
二
年
三
月
十
日
号
外
二�
岐
阜
県
理
容
師
法
施
行
細
則
及
び
岐
阜
県
美
容
師
法
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則(

岐
阜
県
規
則
第
十
三
号)

五
頁
中｢出

張
美
容
を
行
お
う
と
す
る
美
容
師

は
｣

は｢出
張
理
容
を
行
お
う
と
す
る
理
容
師
は
｣

の
、
八
頁
中｢同

等
以
上
と
知
事
が
認
め
る
｣

は

｢同
等
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
る
｣

の
、｢手

続
を
行
っ
た
｣

は｢手
続
を
行
つ
た
｣

の
、

一
〇
頁
中｢美

容
所
以
外
に
お
い
て
､
そ
の
業
を
｣

は｢美
容
所
以
外
の
場
所
に
お
い
て
､
美
容
の
業

を
｣

の
誤
り
。
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平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


